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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ａ）基地局において干渉状況を検出するステップと、
　Ｂ）増加した干渉状況を検出し且つ検出した前記増加した干渉状況の期間が第１の時間
しきい値を超えない場合には、電力上昇調整コマンドを電力下降調整コマンドへ変換する
ステップとを含む、ことを特徴とする無線通信ネットワークにおいて送信電力調整コマン
ドを生成する方法。
【請求項２】
　Ｃ）移動端末における信号対干渉の測定値をその移動端末における信号対干渉の目標レ
ベルと比較するステップと、
　Ｄ）移動端末における信号対干渉の測定値がその移動端末における信号対干渉の目標レ
ベルより大きい場合には、電力下降調整コマンドを発生するステップと、
　Ｅ）移動端末における信号対干渉の測定値がその移動端末における信号対干渉の目標レ
ベルより小さい場合には、電力下降調整コマンドを発生するか否かを判断するステップと
をさらに含む、ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記（Ｅ）ステップは、移動端末における信号対干渉の測定値がその移動端末における
信号対干渉の目標レベルより小さい場合には、電力下降調整コマンドを発生するか否かを
統計的な確率に基づいて判断する、ことを特徴とする請求項２記載の方法。
【請求項４】
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　Ｆ）移動端末における信号対干渉の測定値とその移動端末における信号対干渉の目標レ
ベルとの比較に基づいて電力調整コマンドを発生するステップと、
　Ｇ）移動端末についての消失フレームを受信したか否かを判定するステップと、
　Ｈ）移動端末についての消失フレームが受信された場合に、その移動端末に対する信号
対干渉の目標レベルを調整するか否かを判断するステップとをさらに含む、ことを特徴と
する請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記（Ｈ）ステップは、移動端末についての消失フレームが受信された場合に、その移
動端末に対する信号対干渉の目標レベルを調整するか否かを統計的な確率に基づいて判断
する、ことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　Ｉ）移動端末についての消失フレームを受信したか否かを判定するステップと、
　Ｊ）移動端末についての消失フレームが受信された場合に、その移動端末に対する信号
対干渉の目標レベルを調整するか否かを判断するステップとをさらに含む、ことを特徴と
する請求項２記載の方法。
【請求項７】
　前記統計的な確率は可変である、ことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項８】
　前記統計的な確率は可変である、ことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項９】
　前記（Ａ）ステップは、基地局において全てのリバースリンク信号強度の変化を監視す
る、ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記（Ａ）ステップは、全てのリバースリンク信号強度の絶対値を監視する、ことを特
徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記（Ａ）ステップは、全ての電力調整コマンドに対する電力上昇調整コマンドの比を
監視する、ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記（Ａ）ステップは、複数の移動端末における信号レベル対干渉レベルを監視する、
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　Ａ）基地局において干渉状況を検出する検出手段と、
　Ｂ）前記検出手段が増加した干渉状況を検出した場合には、電力調整コマンドを発生す
る発生手段と、
　Ｃ）前記検出手段が増加した干渉状況を検出し且つ検出した前記増加した干渉状況の期
間が第１の時間しきい値を超えない場合には、電力上昇調整コマンドを電力下降調整コマ
ンドへ変換する変換手段とを含む、ことを特徴とする無線通信ネットワークにおいて送信
電力調整コマンドを生成するシステム。
【請求項１４】
　移動端末における信号対干渉の測定値をその移動端末における信号対干渉の目標レベル
と比較し、
　移動端末における信号対干渉の測定値がその移動端末における信号対干渉の目標レベル
より大きい場合には、電力下降調整コマンドを発生し、
　移動端末における信号対干渉の測定値がその移動端末における信号対干渉の目標レベル
より小さい場合には、電力下降調整コマンドを発生するか否かを判断する、ようさらに構
成されることを特徴とする請求項１３記載のシステム。
【請求項１５】
　移動端末における信号対干渉の測定値がその移動端末における信号対干渉の目標レベル
より小さい場合には、電力下降調整コマンドを発生するか否かを統計的な確率に基づいて
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判断する、ことを特徴とする請求項１４記載のシステム。
【請求項１６】
　移動端末における信号対干渉の測定値とその移動端末における信号対干渉の目標レベル
との比較に基づいて電力調整コマンドを発生し、
　移動端末についての消失フレームを受信したか否かを判定し、
　移動端末についての消失フレームが受信された場合に、その移動端末に対する信号対干
渉の目標レベルを調整するか否かを判断する、ようさらに構成されることを特徴とする請
求項１３記載のシステム。
【請求項１７】
　移動端末についての消失フレームが受信された場合に、その移動端末に対する信号対干
渉の目標レベルを調整するか否かを統計的な確率に基づいて判断する、ことを特徴とする
請求項１６記載のシステム。
【請求項１８】
　移動端末についての消失フレームを受信したか否かを判定し、
　移動端末についての消失フレームが受信された場合に、その移動端末に対する信号対干
渉の目標レベルを調整するか否かを判断する、ようさらに構成されることを特徴とする請
求項１４記載のシステム。
【請求項１９】
　前記統計的な確率は可変である、ことを特徴とする請求項１７記載のシステム。
【請求項２０】
　前記統計的な確率は可変である、ことを特徴とする請求項１７記載のシステム。
【請求項２１】
　前記検出手段は、全てのリバースリンク信号強度の変化を監視する、ことを特徴とする
請求項１３記載のシステム。
【請求項２２】
　前記検出手段は、電力上昇調整コマンド対電力下降調整コマンドの比を監視する、こと
を特徴とする請求項１３記載のシステム。
【請求項２３】
　前記検出手段は、複数の移動端末における信号レベル対干渉レベルを監視する、ことを
特徴とする請求項１３記載のシステム。
【請求項２４】
　前記検出手段は、全てのリバースリンク信号強度を監視する、ことを特徴とする請求項
１３記載のシステム。
【請求項２５】
　Ａ）基地局において干渉状況を検出するステップと、
　Ｂ）前記（Ａ）ステップが増加した干渉状況を検出しない場合には第１の電力制御方式
を選択するステップと、
　Ｃ）前記（Ａ）ステップが増加した干渉状況を検出した場合には第２の電力制御方式を
選択するステップと、
　Ｄ）選択された電力制御方式に基づいて電力調整コマンドを発生するステップとを含み
、
　前記第２の電力制御方式に基づいて電力調整コマンドを発生することには、増加した干
渉状況を検出し且つ検出した前記増加した干渉状況の期間が第１の時間しきい値を超えな
い場合には、電力上昇調整コマンドを電力下降調整コマンドへ変換することを含む、こと
を特徴とする無線通信ネットワークにおいて送信電力調整コマンドを生成する方法。
【請求項２６】
　前記第２の電力制御方式は修正リバース内部ループ電力制御方式である、ことを特徴と
する請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記第２の電力制御方式は修正リバース外部ループ電力制御方式である、ことを特徴と
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する請求項２５記載の方法。
【請求項２８】
　Ａ）基地局において干渉状況を検出する検出手段と、
　Ｂ）前記検出手段が増加した干渉状況を検出しない場合には第１の電力制御方式を選択
し、前記検出手段が増加した干渉状況を検出した場合には第２の電力制御方式を選択する
選択手段と、
　Ｃ）前記選択手段によって選択された電力制御方式に基づいて電力調整コマンドを発生
する発生手段とを含み、
　前記第２の電力調整方式に基づいて電力調整コマンドを発生することには、増加した干
渉状況を検出し且つ検出した前記増加した干渉状況の期間が第１の時間しきい値を超えな
い場合には、電力上昇調整コマンドを電力下降調整コマンドへ変換することを含む、こと
を特徴とする無線通信ネットワークにおいて送信電力調整コマンドを生成するシステム。
【請求項２９】
　前記第２の電力制御方式は修正リバース内部ループ電力制御方式である、ことを特徴と
する請求項２８記載のシステム。
【請求項３０】
　前記第２の電力制御方式は修正リバース外部ループ電力制御方式である、ことを特徴と
する請求項２８記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信ネットワークにおける送信電力調整コマンドの生成方法及びシステム
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
米国電気通信工業会（ＴＩＡ）によって採用されたＩＳ－９５規格のＣＤＭＡのような拡
散スペクトル通信システムにおいては、複数の通信チャネルが同じ無線周波数（ＲＦ）帯
域を共有し、固有の符号によって複数の通信チャネルが区別されている。送信される各情
報信号は割り当てられた符号と合成されるので、その信号の複合化動作に関連する処理を
行わない受信機に対してはその信号はノイズとして見える。
【０００３】
したがって、ＴＤＭＡ及びＦＤＭＡの技術がそれぞれ、異なるタイムスロットを複数の移
動端末に割り当てることによって、及び、１つの無線周波数（ＲＦ）帯域を複数のサブ帯
域に分割することによって、複数の移動端末が単一のＲＦ帯域を使用するサービスを提供
する。これに対して、ＣＤＭＡシステムの単一のセル・セクタは同時にサポートできる移
動端末の数が固定されない。その代わり、移動端末の数は一般的には同じ又は隣接するセ
ル・セクタ内の他の移動端末からの干渉によって生じるサービスの品質の低下によっての
み制限を受ける。
【０００４】
ネットワーク容量を増加するために、ＣＤＭＡシステムのアーキテクチャは（移動端末か
ら基地局への）リバースリンク送信電力制御の技術を利用して、各移動端末の送信電力を
適切に設定して、十分な性能を維持するために必要な電力の最小レベルで取り扱われるよ
うにする。
【０００５】
このような電力制御の技術は２つの動作を含んでいる。その第１はリバース内部ループ電
力制御（ＲＩＬＰＣ）であり、その中では、対応中の各移動端末及び目標品質値に対する
リバースリンクの呼品質（一般的にはビットごとのエネルギーＥｂと干渉Ｎｏとの比とし
て表される）の比較に基づいて電力調整コマンドが生成される。動作の第２はリバース外
部ループ電力制御（ＲＯＬＰＣ）であり、その中では、対応中の各移動端末に対する目標
品質値が調整されて、許容できるフレームエラーレートが維持される。
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【０００６】
さらに具体的には、基地局は対応中の各移動端末におけるリバースリンクＥｂ／Ｎｏを常
時監視して、ＲＩＬＰＣにしたがって、電力上昇調整コマンド又は電力下降調整コマンド
を所定の間隔ごとに、一般的には１．２５ｍｓｅｃごとに発生する。その場合において、
リバースリンクＥｂ／Ｎｏがその移動端末に割り当てられた（許容できる呼品質を表す）
Ｅｂ／Ｎｏの目標値より大きいか、又はその（許容できる呼品質を表す）Ｅｂ／Ｎｏの目
標値より小さいかによって発生する。
【０００７】
ＲＯＬＰＣについは、基地局は、フレームエラー（すなわち消失フレーム）を受信したと
きに、対応する移動端末についての目標Ｅｂ／Ｎｏを増加して、その対応する移動端末に
おける許容できるフレームエラーレートを保証する。消失フレームがないことを受信した
場合には、基地局はＥｂ／Ｎｏの目標値を低くする。対応中の各移動端末に対するＥｂ／
Ｎｏの目標レベルのこの調整処理は、１回のフレームごとに、例えば２０ｍｓｅｃごとに
発生し、１つの呼に対して又は個々の移動端末の基準に対して（すなわち、分配された方
法において）リバースリンク送信電力を抑制する間に、対応中の移動端末についての消失
フレームレートを維持できるようにする。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ある負荷レベルにおいて、ＣＤＭＡシステムは基地局において突然の受信電力の変化を経
験することがある。例えば、送信仕様に従わない移動端末によって生じる場合、又は対応
中の移動端末が不在から復活する場合がある。別の例としては、極めて重い負荷のもとで
多大な数の電力上昇調整コマンドを基地局が発行した結果、基地局において干渉が急激に
増加する場合がある。
【０００９】
このような干渉の急激な増加は、同等の多大な数の電力上昇調整コマンドを導くことにな
る。多くの移動端末、特にセル・セクタの境界にいる移動端末は、干渉の増加を克服する
に必要なだけの電力レベルを送信することができないので、その状況が持続した場合には
呼は消失する。従来のリバースリンク電力制御の技術は１つの呼に対して又は個々の移動
端末の基準に対して分配された方法において働くように設計されており、全体的なシステ
ム性能に帰着することへの影響を考慮していないので、現在の電力制御アルゴリズムが上
記した状況に取り組むことができない。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、無線通信ネットワークにおけるリバースリンク電力制御のためシステム及び方
法である。１つの実施形態によれば、高い干渉状況が発生したときに、個々の移動端末の
状態を単独に考慮するのではなく、電力制御時において全体的なシステム性能を考慮する
ことによって、システム基準の又は中央集権化の方法で、基地局において対応中の移動端
末に対して電力調整コマンドを発生する。
【００１１】
１つの実施形態において、無線ネットワーク基地局の電力制御プロセッサは、修正ＲＩＬ
ＰＣアルゴリズムを用いて増加した干渉状況の兆候を検出する。このような増加した干渉
状況が検出されるのは、例えば、絶対値の又は時間的微分の受信信号強度表示（ＲＳＳＩ
）測定の監視によってであり、又はある期間に発生された電力上昇調整コマンドとその期
間に発生された全ての電力調整コマンドとの比によってであり、又はユーザの大部分にお
ける呼品質の低下（例えば、Ｅｂ／Ｎｏの低下）によってである。
【００１２】
修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムによれば、電力制御プロセッサは電力上昇調整コマンドの一
部を電力下降調整コマンドに変換して、基地局における干渉を抑制し、全体のサービス品
質を維持する。さらに具体的には、Ｅｂ／Ｎｏ測定で目標レベルが見いだせないときに電
力上昇調整コマンドの数が急激に増加するのを避けるために、基地局によって通常に発行
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される電力上昇調整コマンドの一部が電力下降調整コマンドに変換されて、それによりい
くつかの移動端末の送信電力を一時的に減少させて干渉を抑制する。増加した干渉状況が
持続する場合には、電力下降調整コマンドに変換される電力上昇調整コマンドの割合は増
加するように変化する。
【００１３】
この修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムは、いくつかの移動端末におけるリバースリンク品質を
一時的に減少させることになるが、基地局の受信可能範囲は維持され、基地局において見
られる干渉レベルの上昇を抑制することによって全体的な品質は向上する。このように、
電力制御は、干渉状況が増加する間にシステム基準の又は中央集権化の方法において実行
され、個々の移動端末における呼品質を低下できることによって、全体的なシステム品質
が維持される。
【００１４】
さらに、電力調整コマンドはサブフレーム基準（例えば、２０ｍｓｅｃの各フレームに対
して１６個の電力調整コマンド）を基に発行されるので、電力上昇調整コマンドの一部か
ら電力下降調整コマンドへの変換は、一般的には消失フレームをかなり少なくする結果と
なる。修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムが干渉の増加を抑制した後は、電力制御プロセッサは
通常の動作に戻る。
【００１５】
他の実施形態において、電力制御プロセッサは、増加した干渉状況の間において修正ＲＯ
ＬＰＣを用いる。さらに具体的には、電力制御プロセッサは、個々の移動端末におけるエ
ラーレートについて調整する代わりに、システム基準の又は中央集権化の方法でＥｂ／Ｎ
ｏの目標レベルを調整するので、そのために、フレーム消失が発生したときは、制限され
るＥｂ／Ｎｏの目標レベルの数だけが増加されるようになるか、又は、増加した干渉状況
が発生したときは、全ての若しくは一群の対応中の移動端末について調整されるＥｂ／Ｎ
ｏの目標レベルの高さに応じて制限の減少が賦課される。
【００１６】
Ｅｂ／Ｎｏの目標レベルの増加を回避することによって、少なくとも一時的には、フレー
ム消失が発生したとき、又は、全ての若しくは一群の対応中の移動端末について調整され
るＥｂ／Ｎｏの目標レベルの高さに応じて制限の減少を賦課すると、電力上昇調整コマン
ドの割合の発生が防止される。したがって、修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムによって遂行さ
れた場合と同様の効果が生じる。本発明の他の実施形態によれば、修正ＲＩＬＰＣアルゴ
リズムは修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムと組み合わされて、増加した干渉状況に対してさら
に大きな抗力を実現する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
本発明は、無線通信ネットワークにおけるリバースリンク電力制御のためのシステム及び
方法である。本発明は、増加した干渉状況が検出されたときに、システム基準の又は中央
集権化の電力制御アルゴリズムを用いることによって、突然の干渉の増加および電力制御
の不安定性を抑制する。例えば個々の移動端末の呼品質を低下させることで、全体的なシ
ステム品質を維持する。
【００１８】
ある１つの実施形態においては、本発明は、ＣＤＭＡ基地局のような無線ネットワーク基
地局の電力制御プロセッサであり、その電力制御プロセッサは修正ＲＩＬＰＣアルゴリズ
ムや修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムを用いて、検出した増加した干渉状況に対処する。以下
、本発明によるリバースリンク電力制御のシステム及び方法について説明する。
【００１９】
図１は、本発明の具体的な実施形態に適用した基地局１０の送信機・受信機の一般的なブ
ロックダイアグラムである。図に示すように、基地局１０の送信機・受信機２０は、受信
機・復調器ユニット２２、電力制御プロセッサ２４、及び送信機・変調器ユニット２６を
備えている。
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【００２０】
受信機・復調器ユニット２２は、基地局１０の受信アンテナ３０からの無線信号Ｒｘを受
信して、Ｒｘからデータ・音声トラフィックを取り出す。この場合によく知られた技術が
用いられる。例えば、バンドパスフィルタ処理、ローノイズ増幅処理、拡散スペクトル処
理、周波数変換処理、復調処理、及びエラー訂正処理が、基地局１０によって対応中の移
動端末からのデータ・音声トラフィックを取り出すのに用いられる。
【００２１】
送信機・変調器ユニット２６は、基地局１０によって対応中の移動端末に送信する複数の
ベースバンド通信信号である入力１乃至入力Ｎを受け取る。これらの信号には、例えば、
データ・音声トラフィック及びパイロット信号、ページング信号、同期信号等の制御情報
が含まれている。送信機・変調器ユニット２６はまた、対応中の各移動端末に対する電力
調整コマンドビットを電力制御プロセッサ２４から受け取り、基地局１０の送信アンテナ
４０から送信する無線送信信号Ｔｘを発生する。
【００２２】
電力制御プロセッサ２４は複数の測定値を受信機・復調器ユニット２２から受け取り、対
応中の各移動端末に対する電力調整コマンドを発生するために、及び増加した干渉状況の
兆候を検出するために利用する。その測定値の中には、対応中の各移動端末におけるＥｂ
／Ｎｏ測定値及びフレーム消失情報、並びにＲＳＳＩの値が含まれている。
【００２３】
本発明のある実施形態においては、電力制御プロセッサ２４は、増加した干渉状況を検出
したときは、システム基準の又は中央集権化の電力制御アルゴリズムを利用する。それに
より、個々の移動端末における呼品質を低下させることで、全体的なシステム品質を維持
する。
【００２４】
本発明における電力調整コマンドを発生するための電力制御プロセッサ２４の動作につい
ては、図２乃至図４のフローダイアグラムを参照して以下説明する。電力制御プロセッサ
２４は、以下に詳述する動作を遂行するためのソフトウェアを実行する汎用コンピュータ
として実現されるか、又は専用の論理回路のような専用のハードウェアとして実現される
。
【００２５】
図２に示すように、電力制御プロセッサ２４は、最初にタイムフレームインデックス値ｔ

f及び干渉状況時間インデックスｔoをともに０にセットする（ステップ１０５）。後述す
るように、ｔfはフレーム期間（例えば、２０ｍｓｅｃ）が終了した時を表すのに用いら
れる。それはすなわち、ＲＯＬＰＣが実行される時である。同じく後述するように、ｔo

は増加した干渉状況が持続する長さを表すのに用いられる。すなわち、修正ＲＩＬＰＣア
ルゴリズムや修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムのパラメータが変化する時であるか、又は、二
者択一の対策が初期化される時である。
【００２６】
次に、電力制御プロセッサ２４は基地局干渉状況を監視して（ステップ１１０）、増加し
た干渉状況があるか否かを判断する（ステップ１１５）。このようにして、電力制御プロ
セッサ２４は増加した干渉状況の兆候又は持続を認識する。電力制御プロセッサ２４が増
加した干渉状況を認識するには、様々な方法がある。
【００２７】
例えば、１つのアプローチとして、リバースリンク干渉の絶対測定に基づく方法がある。
これにより、全部のリバースリンクＲＳＳＩが、名目上のノイズ下限の上のあるレベル（
例えば、約６ｄＢ又はそれ以上）に設定された閾値と比較される。他のアプローチとして
、リバースリンク干渉の時間微分測定に基づく方法がある。これにより、時間窓（例えば
、１乃至２０フレーム）における平均ＲＳＳＩが監視され、平均ＲＳＳＩのいくつかのサ
ンプルが周期的に取り出されて増加を検出する。平均ＲＳＳＩの増加がある閾値（例えば
、６ｄＢ乃至１２ｄＢ）を超えた場合に、干渉増加が検出される。
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【００２８】
他のアプローチは、時間窓（例えば、１乃至２０フレーム）における電力上昇調整コマン
ドの総数と、同じ時間窓における電力調整コマンド（すなわち、上昇調整コマンド＋下降
調整コマンド）の総数との比を監視する。その比がある閾値（例えば、０．７又はそれ以
上）を超えると干渉の増加が検出される。他のアプローチは、時間的に指定された期間に
おいて、活動中のユーザの大部分における重要なＥｂ／Ｎｏのどんな低下をも監視する。
【００２９】
ステップ１１５において電力制御プロセッサ２４が増加した干渉状況がないと判断したと
きは、例えば、従来の技術の項で記載した従来のＲＩＬＰＣアルゴリズムが選択される（
ステップ１２０）。そして、ｔoは０にセットされ（ステップ１２１）、電力上昇調整コ
マンド及び電力下降調整コマンドが従来の方法で発生される（ステップ１３０）。
【００３０】
ステップ１１５において電力制御プロセッサ２４が増加した干渉状況があると判断したと
きは、ｔｏは初期値の閾値ｔＬ１と比較され（ステップ１２２）、増加した干渉状況がｔ
Ｌ１（例えば、１乃至２０フレーム）よりも長く持続しているか否かを判断する。ｔｏが
ｔＬ１よりも大きくない場合には、電力制御プロセッサ２４は修正ＲＩＬＰＣアルゴリズ
ムを用いて（ステップ１２４）、それによりステップ１３０において、個々の移動端末を
単独に基準にする代わりに全体的な性能を考慮にいれる方法で、電力調整コマンドが発生
される。そして、ｔoを１だけインクリメントする（ステップ１２５）。
【００３１】
図３は、本発明の１つの実施形態により、ステップ１３０における電力調整コマンドを発
生するためのＲＩＬＰＣアルゴリズムの複数のステップを示している。あるＥｂ／Ｎｏ測
定値を得た後（ステップ１３２）、電力制御プロセッサ２４はＥｂ／ＮｏとＥｂ／Ｎｏの
目標レベルとを比較して（ステップ１３４）、対応中の移動端末のリバースリンク呼品質
が十分であるか否かを判断する。
【００３２】
Ｅｂ／ＮｏがＥｂ／Ｎｏの目標レベルを超えている場合（十分な呼品質と判断した場合）
には、電力制御プロセッサ２４は電力下降調整コマンドを発生し（ステップ１３６）、ア
ルゴリズムは図２のステップ１７４に進む。他方、Ｅｂ／ＮｏがＥｂ／Ｎｏの目標レベル
より大きくない場合（不十分な呼品質と判断した場合）には、電力制御プロセッサ２４は
修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムは有効か否かを判断する（ステップ１３８）。
【００３３】
修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムが有効でない場合には、電力制御プロセッサ２４は電力上昇
調整コマンドを発生し（ステップ１４０）、アルゴリズムは図２のステップ１７４に進む
。修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムが用いられた場合には、電力制御プロセッサ２４は電力上
昇調整コマンドの代わりに電力下降調整コマンドが選択されるべきであるか否かを判断す
る。すなわち、対応中の移動端末に対する電力上昇調整コマンドが電力下降調整コマンド
に「変換」されるべきであるか否かを判断する（ステップ１４２）。
【００３４】
このような判断は統計的確率に基づくものである。例えば、電力上昇調整コマンドの一部
（例えば、初期値では２０％）がランダムに電力下降調整コマンドに変換される。そのよ
うな変換の確率は、増加した干渉状況の激しさ又は増加した干渉状況の持続の長さに基づ
いて、変換確率が１００％に至るまで次第に増加する。あるいは、最初の変換確率が１０
０％に設定され、その後、増加した干渉状況が緩和するにつれて減少される。言い換えれ
ば、その確率は、増加した干渉状況の間にダイナミックに変化する。
【００３５】
ステップ１４２において電力調整コマンドの変換をすべきであると電力制御プロセッサ２
４が判断した場合には、ステップ１３６において電力下降調整コマンドが選択される。そ
して、アルゴリズムは図２のステップ１７４に進む。他方、ステップ１４２において電力
調整コマンドの変換をすべきでないと電力制御プロセッサ２４が判断した場合には、ステ
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ップ１４０において電力制御プロセッサ２４は電力上昇調整コマンドを発生する。そして
、アルゴリズムは図２の１７４に進む。
【００３６】
図２において、ｔoがｔL1を超えた場合には、電力制御プロセッサ２４はｔoが第２の閾値
ｔL2よりも大きいか否かを判断する（ステップ１６０）。ｔoがｔL2を超えている場合に
は、修正電力制御手法が増加した干渉状況を抑制するのに十分でないことを示している。
この場合には、二者択一の対策が初期化される（ステップ１７０）。
【００３７】
例えば、電力制御プロセッサ２４はハンドダウン動作を初期化し、その中で移動端末は、
（ディジタルサービス及びアナログサービスの両方が可能なデュアルモードネットワーク
であるとすると）ディジタルサービスからアナログサービスに切り替えるよう指示される
か、又は、（二者択一の周波数チャネルが有効な基地局であるとすると）異なる送受信チ
ャネルに切り替えるよう指示される。二者択一の対策が通常の干渉状況を遂行した後は、
ステップ１０５において再度初期化がなされる。
【００３８】
ｔoがｔL2を超えていない場合には、増加した干渉状況は持続していることを示している
が、そこでは二者択一の対策は要求されていない。この場合には、電力制御プロセッサ２
４は電力制御アルゴリズムのパラメータを変更する。例えば、ステップ１４２において、
電力上昇調整コマンドから電力下降調整コマンドへの変換するための確率が増加されるか
、又は上記したように各時間ｔoがｔL1を超えて増加する。
【００３９】
ステップ１３０において電力調整コマンドが発生された後は、ｔfが１だけインクリメン
トされて（ステップ１７４）ｔframeと比較され、フレーム期間が終了したか否かを判断
する（ステップ１７６）。上記したように、電力調整コマンドはサブフレーム基準の上に
発生される（例えば、フレームごとに１６電力調整コマンドが発生される）。
【００４０】
しかしながら、外部ループ電力制御によれば、目標Ｅｂ／Ｎｏは１フレーム１フレームを
基準に調整される。このため、ステップ１７６においてｔfがｔframeと等しくないと電力
制御プロセッサ２４が判断した場合には、処理はステップ１１０に戻って次ぎの電力調整
コマンドが発生される。他方、ｔfがｔframeと等しい場合には、外部ループ制御が実行さ
れて（ステップ１８０）Ｅｂ／Ｎｏの目標レベルを調整する。
【００４１】
図４は、本発明の実施形態による外部ループ制御を示すフローダイアグラムである。まず
最初に、電力制御プロセッサ２４はフレーム消失が発生したか否かを判断する（ステップ
１８２）。フレーム消失が発生していない場合には、対応中の移動端末に対するＥｂ／Ｎ
ｏの目標レベルを低下し（ステップ１８４）、ｔfを０にリセットし（ステップ１８５）
、ステップ１１０に戻ってＲＩＬＰＣを実行する。
【００４２】
しかしながらフレーム消失が発生した場合には、電力制御プロセッサ２４は修正電力制御
アルゴリズムが有効であるか否かを（ステップ１１８６における判断によって示されるよ
うに）認識する。修正電力制御アルゴリズムが有効でない場合には、電力制御プロセッサ
２４は対応中の移動端末に対するＥｂ／Ｎｏの目標レベルを増加し（ステップ１８８）、
ｔfを０にリセットし（ステップ１８５）、ステップ１１０に戻ってＲＩＬＰＣを実行す
る。
【００４３】
修正電力制御アルゴリズムが有効である場合には、電力制御プロセッサ２４は対応中の移
動端末に対してＥｂ／Ｎｏの目標レベルの増加が許容できるものであるか否かを判断する
（ステップ１９０）。例えば、ある確率がＥｂ／Ｎｏの目標レベルを増加するために割り
当てられる。すなわち、フレーム消失の場合と同様に、Ｅｂ／Ｎｏの目標レベルは増加さ
れる（ステップ１８８）代わりに、同じレベルに維持されるか又は実際に減少される（ス
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テップ１９２）。
【００４４】
ステップ１９２におけるＥｂ／Ｎｏの目標レベルの維持又は減少の後、ｔfは０にリセッ
トされ（ステップ１８５）、電力制御アルゴリズムはステップ１１０に戻ってＲＩＬＰＣ
を実行する。Ｅｂ／Ｎｏの目標レベルの増加の代わりに維持又は減少することによって、
フレーム消失が発生する場合と同様に、電力制御プロセッサ２４はＲＩＬＰＣの実行中の
間において発生する電力上昇調整コマンドが少なくて済む。これにより、干渉の増加を抑
制する。
【００４５】
ある移動端末の目標Ｅｂ／Ｎｏを増加できるか否かを判断する場合には、その移動端末の
最近のフレームエラー履歴が考慮される。例えば、ある移動端末の目標Ｅｂ／Ｎｏの増加
が可能であるのは、その対応中の移動端末における連続的なフレーム消失が発生した場合
である。さらに、ステップ１６５の処理は、ｔoとｔL1との間の相違に従って、Ｅｂ／Ｎ
ｏの目標レベルを増加できる確率を変更するために用いられる。
【００４６】
上記した修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムの代わりに又はそれに追加して、電力制御プロセッ
サ２４は、増加した干渉状況が発生した際の対応する移動端末の全て又は一群に対するＥ
ｂ／Ｎｏの目標レベルの上限を低減するように賦課する。
【００４７】
図２乃至図４に参照される上記実施形態は、修正ＲＩＬＰＣアルゴリズムと修正ＲＯＬＰ
Ｃアルゴリズムとを組み合わせるようにしたが、他の実施形態として、修正ＲＩＬＰＣア
ルゴリズム及び修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムのうちいずれか一方を用いても本発明を実現
することができる。
【００４８】
さらにまた、他の実施形態として、増加した干渉状況の最初は修正ＲＩＬＰＣアルゴリズ
ム及び修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムのうちいずれか一方のみを用いて、増加した干渉状況
が激しくなったり又は増加した干渉状況が閾値の時間よりも長くなったときに、修正ＲＩ
ＬＰＣアルゴリズム及び修正ＲＯＬＰＣアルゴリズムの両方を用いるようにしてもよい。
【００４９】
さらにまた、増加した干渉状況を制御するための他のメカニズムとして、増加した干渉状
況の間に目標フレームエラーレートが増加したときに、電力下降調整コマンドを使用する
ようにしてもよい。
【００５０】
上記した多数の技術の１つ又はその組み合わせのように、修正電力制御アルゴリズム（修
正電力制御方式）は、増加した干渉状況が検出された場合を考慮して、全体的な性能を重
視することによって中央集権的な方法で動作するので、干渉の「暴走」が回避され、リバ
ースリンクの適用範囲及び全体的なサービスの品質が維持される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の具体的な実施形態に最適な基地局の送信機・受信機の一例の一般的な
ブロックダイアグラムの図。
【図２】　本発明の実施形態による基地局の送信機・受信機によって実行されるリバース
リンク電力制御アルゴリズムを説明するフローダイアグラムの図。
【図３】　本発明の実施形態による電力調整コマンドを発生するステップを説明するフロ
ーダイアグラムの図。
【図４】　本発明の実施形態によるリバース外部ループ電力制御を説明するフローダイア
グラムの図。
【符号の説明】
１０　基地局
２０　送信機・受信機
２２　受信機・復調器
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２４　電力制御プロセッサ
２６　送信機・変調器
３０　受信アンテナ
４０　送信アンテナ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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